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一般社団法人 日本内燃力発電設備協会 

申込みの受付は３月１６日(月)～６月１２日(金)までです｡ 
定員に達した会場は申込期限より前でも受付を終了します｡ 
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１ 資格の再付与制度について 

専門技術者資格は、資格証更新の延期手続きを行った場合を除き、資格証の有効期限内に資格証の更新に

伴う講習を受けないと失効します。 

資格を失効した方が、再度資格を取得しようとするときは、改めて受験（講習と試験）をしなければなり

ませんが、専門技術者資格再付与制度により、受験に比べ容易に専門技術者資格を再度取得できます。 

 この資格再付与の対象者、条件は次のとおりです。 

（1）資格再付与の対象者 

 資格を失効（資格証記載の有効年月日）してから 3 年を経過していない方が対象になります。 

（2）再付与の条件 

 資格取得の新規受験における講習を受けることになります。ただし、試験は免除されます。 

 

２ 受講科目及び時間 

（1）自家用発電設備専門技術者 

日 区 分 時 間 科    目 

一日目 講 習 

9：30 〜 12：30 自家用発電設備に関する法令 

13：30 〜 15：30 自家用発電設備の基礎 

15：40 〜 17：00 自家用発電設備の構造及び性能 

二日目 講 習 

9：30 〜 11：30 自家用発電設備の工事の施工方法 

11：40 〜 12：40 自家用発電設備に係る検査・点検 

注．一日目と二日目の全ての講習を受けなければなりません。 

 

（2）可搬形発電設備専門技術者 

日 区 分 時   間 科   目 

一日目 講 習 
13：30 〜 15：00 法令等     

15：00 〜 17：00 可搬形発電設備 

二日目 講 習 9：30 〜 12：00 設置工事、保全 

注．一日目と二日目の全ての講習を受けなければなりません。 
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３ 受講日及び開催地 

 

（1）自家用発電設備専門技術者 

開催地 開 催 日 会    場 

札 幌 9 月 17 日(木)・18 日(金) 北海道自治労会館 札幌市北区北 6 条西 7-5-3 

仙 台 9 月 10 日(木)・11 日(金) ハーネル仙台 仙台市青葉区本町 2-12-7 

東 京 10 月 1 日(木)・ 2 日(金) 日本教育会館 千代田区一ツ橋 2-6-2 

名古屋 10 月 14 日(水)・15 日(木) フジコミュニティセンター 名古屋市中村区黄金通 1-18 

大 阪 9 月 2 日(水)・ 3 日(木) 新大阪丸ビル別館 大阪市東淀川区東中島 1−18−22 

広 島 10 月 29 日(木)・30 日(金) RCC 文化センター 広島市中区橋本町 5−11 

福 岡 10 月 1 日(木)･  2 日(金) 福岡商工会議所 福岡市博多区博多駅前 2−9−28 

那 覇 11 月 10 日(火)・11 日(水) 沖縄県青年会館 那覇市久米 2−15−23 

 

（2）可搬形発電設備専門技術者 

開催地 開 催 日 会    場 

札 幌 9 月 16 日（水）・17 日（木） 北海道自治労会館 札幌市北区北 6 条西 7-5-3 

仙 台 9 月 9 日（水）・10 日（木） ハーネル仙台 仙台市青葉区本町 2-12-7 

東 京 9 月 24 日（木）・25 日（金） 日本教育会館 千代田区一ツ橋 2-6-2 

名古屋 11 月 5 日（木）・ 6 日（金） フジコミュニティセンター 名古屋市中村区黄金通 1-18 

大 阪 10 月 22 日（木）・23 日（金） 新大阪丸ビル別館 大阪市東淀川区東中島 1-18-22 

広 島 10 月 28 日（水）・29 日（木） RCC 文化センター 広島市中区橋本町 5−11 

福 岡 9 月 30 日（水）・10 月 1 日(木) 福岡商工会議所 福岡市博多区博多駅前 2−9−28 

那 覇 11 月 9 日（月）・10 日（火） 沖縄県青年会館 那覇市久米 2−15−23 
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４ 再付与受講の申込み 

（1）再付与申込書類の入手・作成 

①及び⑤は各自ご用意ください。②～④は当協会ホームページ掲載の様式を印刷してください。⑥は郵

便局にて入手してください。 

① 申請書提出用封筒 

・Ａ４版のサイズの用紙が入る角形 2 号(33cm×24cm)封筒をご用意してください。 

② 再付与申請書 

・申請書をＡ４版のサイズにて両面印刷してください。 

・8 ページからの≪再付与申込書類の記載例≫を参照し作成してください。 

③ 写真票 

・Ａ４版のサイズにて印刷した後、キリトリ線に沿って切り取ってください。 

④ (申請書提出用封筒に貼る)宛先ラベル 

・Ａ４版のサイズにて印刷してください。 

・10 ページの≪記入例≫を参照し必要事項を記入し、490円分の切手(50g 以内の場合)を貼ってくださ

い。 

・ラベルを提出用封筒表面にのり付けしてください。 

⑤ 写真（2 枚） 

・枠なし縦 4 ㎝、横 3 ㎝で印画紙を使用したもの（普通紙不可）。 

・3 ヶ月以内に撮影した正面からの上三分身像で、無帽、無背景の 正面からの上三分身像で、 ○○太郎 

もの。   顔がはっきりわかり、 

・裏面に氏名を記入の上、1枚は写真票の所定欄に貼り付け、残り 無帽、無背景のもの 

1 枚は各自ご用意された申請書提出用封筒に同封してください。  （表面）    （裏面） 

⑥ 郵便局備え付けの払込取扱票            (写真は写真専用用紙を使用してください。) 

   ・青色の文字の一連二票式のものを郵便局にて入手してください。（赤色の文字の払込取扱票は不可） 
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（2）受講申込料の払込み 

郵便局備え付けの払込取扱票により、受講申込料を郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で払い込んでください。 

受領証は紛失なさらぬよう、大切に保管してください。払い込みに係る手数料は受講者負担となります。 

請求書は「払込取扱票」、領収書は｢振替払込請求書兼受領証｣をもってそれぞれ代えさせていただきます。 

インボイス登録番号は Ｔ３０１０４０５０１０３５０ です。 

口座番号……００１００－８－５４９６５７ 

受講申込料…２２,４００円 

（自家用及び可搬形とも同額。内訳：本体価格 20,364 円＋消費税率(10%)2,036 円） 

口座名義……一般社団法人日本内燃力発電設備協会 

 

払込取扱票の記載例 

 

注 1．納付された申込料は理由（退職等）の如何を問わず返金できません。 

注 2．自家用・可搬形にかかわらず、申請料は上記の金額です。 

払い込みが済みましたら、右側の振替払込請求書兼受領証のコピーを、②の再付与申請書の裏面の所定

欄に貼り付けてください。 

 

（4）受講申込先・申込期間 

① 申込先 

宛先ラベルに印字してある当協会宛に簡易書留にてご郵送ください。 

〒105-0014 東京都港区芝 1-5-11 芝 L’s ビル 2 階 一般社団法人日本内燃力発電設備協会 

② 申込期間 

令和８年３月１６日（月）〜６月１２日（金）（消印有効） 

郵便局の窓口が押印しま

す。 

会社名を追記しても結構

ですが、受講申請者名は

必ず記入してください。 

8 
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５ 受講票等の通知 

●受講日の 1 ヶ月位前までに次のものが受講者本人に送付されますので内容を確認し、大事に保管してくだ

さい。不明な点等がありましたら事前にお問合わせください。 

・受講票（氏名、受講番号、受講日、受講地区を記載） 

・講習の留意事項 

・講習テキスト 

６ 受講上の注意事項 

●受講日には、受講票、講習テキスト及び筆記用具を持参してください。 

●全ての講習を受けなければ、資格証を付与することはできません。 

●受講者は申請者本人に限られ、理由の如何を問わず変更は認められません。 

●受講に係る資格種類の変更は、認められません。 

●指定された日の受講を欠席した場合、受講放棄となり、資格証を付与することはできません。 

 

７ 資格証の交付 

●12 月下旬に受講者本人に、受講の資格種類に応じた「専門技術者資格証」を交付します。 

 

８ 資格取得後の留意事項 

●資格取得後、5 年ごとに資格証の更新に伴う更新講習があります。 

 更新に該当する方には、その年度の初めに案内書を送付いたします。 

●住所、勤務先等が変更になった場合、「※専門技術者資格証記載事項変更届出書」による変更の届出が必

要です。 

●資格証を紛失した場合、「※専門技術者資格証再交付申請書」による再交付の申請手続きが必要です。 

注．※印の用紙は、講習テキスト法令編巻末に掲載の様式をコピーするか、当協会ホームページに掲載の様

式をダウンロードしてください。 
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９ 専門技術者の資格活用 

 

特種電気工事資格取得において 

電気工事士法では、契約電力が 500kW 未満のビル、事業場等に非常用発電設備を設置する場合、特種電気

工事資格者（非常用予備発電装置工事資格者）でなければ工事の作業に従事できないこととされています。 

自家用発電設備専門技術者の据付工事部門を取得された試験合格者であって、試験科目「検査・点検」に

解答し一定の水準にあることが確認できた方は、各地区の経済産業省産業保安監督部へ特種電気工事資格者

の資格取得の申請手続きを行うことで資格が取得できます。 

保安管理業務委託制度における「構造及び性能に精通する者」として 

電気事業法では、2,000kW 未満の常用の発電設備（内燃力・ガスタービン）の保安管理業務を外部へ委託

する場合、毎月 1 回以上点検を行うことを義務づけていますが、「当該設備を製造した者その他の当該設備

の構造及び性能に精通する者」との契約により保守が実施されるものにあっては、3 ヶ月に 1 回以上でもよ

いこととされています。 

自家用発電設備専門技術者の保全部門を取得された試験合格者は、この「当該設備の構造及び性能に精通

する者」と同等の者と見なされています。 

建設工事現場等における「電気主任技術者」として 

電気事業法では、建設工事現場等で 10kW 以上の発電設備を設置して使用する者（建設業者等）は、発電

設備の取扱いの安全確保、事故防止を図るため電気主任技術者の選任が義務づけられています。 

自家用発電設備専門技術者及び可搬形発電設備専門技術者の資格は、電気主任技術者の選任許可を受ける

際に必要な実務経験を審査する判断材料の一つとされています。 

発電設備の点検、整備を行う者として 

①  消防法における「非常電源（自家発電設備）の点検要領」では、「総合点検における運転性能の確認

（負荷運転又は内部観察等）については、自家発電設備の点検及び整備において、『必要な知識及び技能

を有する者』が適当であること。」とされています。 

自家用発電専門技術者の保全部門を取得された試験合格者は、自家発電設備の点検及び整備において、

この『必要な知識及び技能を有する者』として適当であるとされています。 

②  火災予防条例（例）では、火気使用設備等の点検及び整備は「必要な知識及び技能を有する者として消

防長が指定するもの」に行わせることとされています。 

この火災予防条例（例）に基づき制定された多くの市町村の火災予防条例に基づく告示等において、自

家用発電設備専門技術者は、発電設備の点検整備を行う『必要な知識及び技能を有する者』に該当するも

のとして運用されています。 

発電設備の点検済証の貼付者として 

自家用発電設備専門技術者の保全部門の取得者及び可搬形発電設備専門技術者は、発電設備の適正な点検

を行った証として、当協会が交付する自家発電設備点検済証、可搬形発電設備点検済証を点検後の発電設備

に貼付することができます。 
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◎受講申込者の個人情報の取扱いについて 

受講の申込みをなされる方には、必要最小限の個人情報を受講申請書等に記載する旨

お願いしています。 

これは受講に際し必要な受講票・受講者台帳の作成、受講後の資格証作成、更新講習

の案内等に必要な個人情報として、当協会で適正に管理し、他の目的に使用することは

一切ありません。 
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《再付与申込書類の記載例》 

１－① 再付与申請書表面 
 ・Ａ４版用紙にて１／２ページと２／２ページを両面印刷してください。 

 ・黒のボールペン又は万年筆を使用し、正確に記入してください。（フリクションボールは

不可） 

 

 

 

 

 

１－② 再付与申請書の裏面 

・郵便局の日付印が押印された払込請求書兼受領証のコピーを貼り付けてください。 

  

様式第１０号                                       １／２ページ 
 
  ＊受講番号   

受講希望地   東 京 

住所コード   １４ 

 

自家用発電設備(可搬形発電設備)専門技術者資格再付与申請書 

一般社団法人日本内燃力発電設備協会 会長殿 

 

 自家用発電設備（可搬形発電設備）専門技術者の再付与受講をしたいので、「再付与受講の手引き」の記載事

項を承知のうえ関係書類を添えて申請します。 

令和  ８年  ５月  １日 

 

 

 

 

 

フリガナ ヤマザキ クニタカ 

申 請 者 

氏 名 
山 﨑 國 高 （自署） 

生年月日 昭・平 ５１年 １０月 １０日 

失効に係

る資格証 

資格証番号 業務区分 有効年月日 

１３２９０１ 
据付工事部門（Ｋ） 

保全部門（Ｍ） 
令和 ７年 １２月 １９日 

フリガナ  カナガワケン   カマクラシ  イマイズミダイマチ 

現 住 所 

〒２４７ － ００３３           ０４６７－  ４５  － 〇〇〇〇 

     都道        

 神奈川 府県   鎌倉市 今泉台町 メゾン今泉１０４号 

フリガナ  ダイトウキョウデンキコウギョウ 勤務先業種ｺｰﾄﾞ   ７０ 

勤務先名  大東京電気工業株式会社 当協会 

会員の有無 
会員 ・ 非会員 

部 課 名  本社工事部 

フリガナ  トウキョウト   チュウオウク ギンザ 

勤 務 先 

所 在 地 

〒１０４ － ００１１            ０３ － ３２３９ － ✕✕✕✕ 

     都道        

 東京  府県   中央区 銀座９－３－７ 

受 講 票・ 

資格証の 

送 付 先 

１．現住所に同じ  ２．勤務先に同じ  ３．その他（以下の住所への送付を希望） 

〒    －                   －     － 

都道 

府県                 

備考 ＊印は記入しないこと。 

9 ページの住所コードよ

り、現住所の住所コードの

番号を記入してください。 

住民票の表示と同一文字

で記入してください。 

（崎→﨑） 

（高→髙） 

自署のこと。 

 
失効した資格証の番号、

業務区分及び有効年月日

を記入してください。 

アパート、マンションな

どの場合、必ず室番号ま

で記入してください。 

郵便番号は必ず記入して

ください。 

勤務先は略称ではなく正

式な名称で記入してくだ

さい。 

所属部署名は略称でも構

いません。(26 文字以内) 

9 ページの業種コード表か

ら、現在従事している業

種にあてはまるコードを 1

つ選び記入してくださ

い。 

受講票及び合否通知票の

送付先を選択してくださ

い。３を選択された方は

送付先住所を記入くださ

い。 

2 ページの表より希望する

受講地を選び、記入して

ください。 

会社・非会員の確認は協

会ＨＰの「会員名簿」を

確認ください。 



−9− 

 
 

 

 

２ 



−10− 

３ 写真票 

 

 
 

 

 

 

 

４ 再付与申請書類提出用封筒に貼る宛先ラベルの記入欄 

 

 

 
 

 

 

   

 

該当する番号に〇を付

けてください。 

写真を貼ってください。（裏面に氏名を記入してください） 
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